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原子炉圧力容器胴の特別点検の範囲の妥当性について 

 

特別点検における超音波探傷検査（ＵＴ）の範囲は、原子力規制委員会「実

用発電用原子炉の運転期間延長認可申請に係る運用ガイド」により、対象の部

位としては「炉心領域」であり、着目する劣化事象としては中性子照射脆化が

対象とされている。 

 

日本原子力学会の「原子力発電所の高経年化対策実施基準：２００８」に以

下の記載がある。 

  

 

 

 

 

 

原子炉圧力容器の炉心領域の特別点検は、中性子照射脆化に着目した点検で

あることから、中性子照射量が運転開始から６０年時点で 1×1017n/cm2を超え

る範囲が試験範囲であると考える。 

 

中性子照射量が運転開始から６０年時点で 1×1017n/cm2 を超える範囲を評

価した結果は、上端の位置が 9172mm であることを確認した（添付資料－１）。 

 

一方、社内点検記録は特別点検要領書と同じく上端は 9152mm となっている

ものの、自動探傷については、9172mm 以上の範囲について探傷データが採取

できていることを確認した（添付書類－２）。 

 

また、干渉により自動探傷のできないノズル廻り等一部については手動探傷

を行っており、社内点検記録は 9152 ㎜となっているものの、通常手動探傷で

は探傷範囲より広めに探傷するため、9152mm を超えて探傷を行っていると考

えられる。 

 

以上より、ガイドで要求される炉心領域については点検ができているもの

と考えられるため、特別点検の要領書について、1×1017n/cm2を超える範囲

（上端 9172mm）を点検するよう改正し、点検結果を特別点検報告書に反映し

たうえで、補正申請を行うこととする。 

以上 

 



 

添付書類－１ 

 

原子炉圧力容器の中性子照射量 1×1017n/cm2を超える範囲について 

 

 東海第二発電所の原子炉圧力容器内面における中性子束（1MeV 以上）の上下方向分布及

び周方向分布の計算値を図１、図２に示す。 

 また、監視試験で評価したドジメータワイヤ位置の測定値（3.85×108（cm-2・s-1））と計

算値（8.70×108（cm-2・s-1））、さらに周方向補正係数（1.40）の値から、図１に示す中性子

束に下記補正係数を掛けた値が原子炉圧力容器内面における中性子束の最大値とする。こ

の中性子束を基に中性子照射量が 60 年時点で 1×1017n/cm2を超える範囲を検討する。 

 

 補正係数＝1.40×3.85×108（cm-2・s-1）／8.70×108（cm-2・s-1）＝0.6195 

 

 劣化状況評価書に記載のとおり 60 年時点での EFPY は 38.94 と評価しており、その時点

で中性子照射量が 1×1017n/cm2を超える中性子束は 

 

 1×1017÷（3600×24×365×38.94）＝0.8143×108（cm-2・s-1） 

 

であり、計算値（上下方向平均）に換算すると 

 

 0.8143×108÷0.6195＝1.314×108（cm-2・s-1） 

 

となる。 

 

 図３に示すとおり 1.314×108 を超える範囲、すなわち 1×1017n/cm2 を超える範囲につい

ては、燃料有効長下部（BAF）より上方 122 ㎜から 3678 ㎜となる。BAF の位置が 5494 ㎜で

あることから、 

中性子照射量が 60 年時点で 1×1017n/cm2を超える範囲の上端は 

 

 5494＋3678＝9172（㎜） 

 

となる。 

 

以上 

  



 

 

図１ 原子炉圧力容器内面における上下方向の中性子束計算値分布 

 

 

図２ 原子炉圧力容器内面における周方向の中性子束計算値（相対分布） 

  



 

 

図３ 原子炉圧力容器内表面における中性子束（1MeV 以上）の上下方向分布 

（38.94EFPY で 1×1017n/cm2を超える範囲） 
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